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一

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

　
令
和
五
年
四
月
二
十
三
日
執
行
の
玖
珠
町
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、
大
分
県
玖
珠

郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
五
百
八
十
八
番
地
の
八
細
井
良
則
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
裁
決
し
た
。

　
　
令
和
六
年
一
月
三
十
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
一
　
　
　
木
　
　
　
俊
　
　
　
葊
　

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

三

裁
　

　
　

決
　

　
　

書

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

玖
珠

郡
玖

珠
町

大
字

塚
脇

５
８

８
番

地
の

８
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

審
査

申
立

人
　

細
井

　
良

則

　
審

査
申

立
人

（
以

下
「

申
立

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
５

年
７

月
14日

付
け

で
提

起
さ

れ
た

同
年

４
月

23日
執

行
の

玖
珠

町
議

会
議

員
選

挙
（

以
下

「
本

件
選

挙
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

選
の

効
力

に
関

す
る

審
査

の
申

立
て

に
つ

い
て

、
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
当

委
員

会
」

と
い

う
。

）
は

、
次

の
と

お
り

裁
決

す
る

。

主
　

　
　

　
　

　
　

文

　
本

件
審

査
の

申
立

て
を

棄
却

す
る

。理
　

　
　

　
　

　
　

由

第
１

　
審

査
申

立
て

の
要

旨
　

申
立

人
は

、
本

件
選

挙
に

お
け

る
当

選
人

繁
田

弘
司

（
以

下
「

当
選

人
」

と
い

う
。

）
の

当
選

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

に
つ

い
て

、
玖

珠
町

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
町

委
員

会
」

と
い

う
。

）
が

令
和

５
年

６
月

30日
、

こ
の

異
議

の
申

出
を

棄
却

す
る

決
定

（
以

下
「

原
決

定
」

と
い

う
。

）
を

行
っ

た
と

こ
ろ

、
原

決
定

を
不

服
と

し
て

、
同

年
７

月
14日

に
当

委
員

会
に

対
し

、
原

決
定

を
取

り
消

す
と

の
裁

決
を

求
め

る
審

査
の

申
立

て
を

提
起

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
そ

の
理

由
と

す
る

と
こ

ろ
を

要
約

す
れ

ば
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

１
　

申
立

て
の

理
由

及
び

反
論

書
の

要
旨

　
申

立
人

か
ら

令
和

５
年

７
月

14日
に

当
委

員
会

に
申

立
て

の
あ

っ
た

審
査

申
立

て
の

理
由

及
び

同
年

８
月

21日
、

同
年

９
月

23日
、

同
年

10月
30日

に
当

委
員

会
に

提
出

の
あ

っ
た

反
論

書
の

要
旨

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

（
１

）
令

和
５

年
５

月
16日

付
け

で
当

選
人

か
ら

提
出

の
あ

っ
た

意
見

書
及

び
添

付
書

類
（

以
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二
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選
管
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）

下
「

意
見

書
等

」
と

い
う

。
）

に
は

、
当

選
人

、
当

選
人

が
雇

用
さ

れ
て

い
る

建
設

会
社

の
支

社
長

（
以

下
「

支
社

長
」

と
い

う
。

）
及

び
同

社
営

業
所

長
（

以
下

「
営

業
所

長
」

と
い

う
。

）
が

、
玖

珠
町

内
の

建
設

会
社

事
務

所
（

以
下

「
事

務
所

」
と

い
う

。
）

２
階

を
寮

と
し

当
選

人
が

居
住

し
て

い
る

旨
証

言
し

て
い

る
が

、
同

月
18日

付
け

町
委

員
会

の
事

務
所

の
検

証
（

以
下

「
検

証
」

と
い

う
。

）
で

は
、

事
務

所
１

階
に

居
住

し
て

い
る

と
当

選
人

が
証

言
を

変
更

し
た

。
こ

れ
を

町
委

員
会

は
直

ち
に

認
定

し
て

お
り

、
申

立
人

に
対

し
て

、
意

見
書

等
と

の
相

違
が

生
じ

た
こ

と
に

つ
い

て
、

い
つ

訂
正

が
あ

っ
た

か
弁

明
が

な
い

。
　

ま
た

、
同

月
24、

25日
に

実
施

し
た

支
社

長
及

び
営

業
所

長
へ

の
聞

き
取

り
の

際
に

も
、

各
人

は
２

階
に

居
住

し
て

い
る

と
す

る
意

見
書

等
の

内
容

に
相

違
な

い
と

証
言

す
る

一
方

で
、

当
選

人
が

事
務

所
１

階
に

居
住

し
て

い
る

旨
も

発
言

し
て

お
り

、
支

社
長

及
び

営
業

所
長

の
証

言
に

疑
義

を
感

じ
る

。
　

さ
ら

に
、

検
証

時
、

事
務

所
１

階
デ

ス
ク

引
出

し
に

ワ
イ

シ
ャ

ツ
等

が
収

納
さ

れ
て

お
り

、
町

委
員

会
が

当
選

人
と

あ
ら

か
じ

め
検

証
日

程
を

調
整

し
た

た
め

、
事

前
に

用
意

す
る

こ
と

が
可

能
だ

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
思

わ
れ

る
し

、
意

見
書

等
に

は
事

務
所

２
階

に
私

物
が

あ
る

と
証

言
し

て
い

る
が

、
事

務
所

１
階

に
私

物
が

あ
り

矛
盾

し
て

い
る

。

（
２

）
事

務
所

１
階

の
応

接
ソ

フ
ァ

ー
で

の
起

臥
に

つ
い

て
、

連
続

１
年

以
上

の
使

用
に

耐
え

得
る

か
で

は
な

く
、

サ
イ

ズ
計

測
等

に
よ

り
使

用
で

き
な

い
こ

と
は

な
い

と
し

て
原

決
定

の
証

拠
と

し
た

こ
と

は
理

解
で

き
な

い
。

応
接

ソ
フ

ァ
ー

で
起

臥
す

る
頻

度
が

証
明

さ
れ

な
い

限
り

「
生

活
の

本
拠

」
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

（
３

）
当

選
人

が
事

務
所

で
生

活
す

る
際

、
会

社
所

有
の

備
品

、
機

材
等

を
使

用
し

て
い

る
が

、
当

該
備

品
等

は
、

事
務

所
機

能
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、

従
業

員
で

あ
る

当
選

人
が

寝
食

を
問

わ
ず

使
用

で
き

る
設

備
で

あ
り

、
居

住
実

態
の

客
観

的
事

実
が

形
成

さ
れ

て
い

な
い

。
　

検
証

時
に

、
当

選
人

は
当

選
後

に
見

つ
け

た
玖

珠
町

内
の

新
居

（
以

下
「

新
居

」
と

い
う

。
）

へ
家

財
道

具
の

一
部

を
移

転
し

て
い

る
と

証
言

し
て

い
る

一
方

で
、

町
委

員
会

が
行

っ
た

令
和

５
年

５
月

24日
付

け
支

社
長

へ
の

聞
き

取
り

で
は

、
事

務
所

２
階

で
人

を
受

け
入

れ
る

予
定

が
あ

る
た

め
、

当
選

人
に

退
居

し
て

ほ
し

い
旨

発
言

し
て

お
り

、
こ

の
時

点
で

は
、

支
社

長
は

当
選

人
が

新
居

移
転

の
意

向
が

あ
る

こ
と

を
認

知
し

て
お

ら
ず

、
家

財
道

具
の

一
部

を
移

転
し

た
か

ど
う

か
の

真
相

が
不

明
で

あ
る

。

　
ま

た
、

ベ
ッ

ド
は

起
臥

を
証

明
す

る
た

め
の

家
財

道
具

と
し

て
重

要
な

物
件

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

町
委

員
会

が
新

居
の

調
査

を
行

わ
な

か
っ

た
理

由
が

不
明

で
あ

る
。

（
４

）
令

和
５

年
６

月
21日

に
町

委
員

会
が

開
催

し
た

第
10回

選
挙

管
理

委
員

会
に

お
い

て
、

気
温

統
計

と
エ

ア
コ

ン
使

用
の

関
係

性
や

居
住

時
期

の
変

化
を

再
調

査
す

る
こ

と
が

決
定

さ
れ

、
翌

日
に

追
加

調
査

を
行

っ
て

い
る

。
　

温
度

差
と

消
費

電
力

量
の

関
係

を
分

析
す

る
と

、
夏

季
の

気
温

上
昇

及
び

秋
季

の
気

温
下

降
の

際
に

エ
ア

コ
ン

使
用

等
に

よ
る

消
費

電
力

量
の

上
昇

は
理

解
で

き
る

が
、

令
和

４
年

12月
以

降
は

気
温

の
上

昇
下

降
に

関
係

な
く

消
費

電
力

量
が

連
続

し
て

減
少

し
て

い
る

。
令

和
５

年
１

月
か

ら
３

月
ま

で
の

平
均

気
温

が
昨

年
に

比
べ

0.5℃
か

ら
2.9℃

程
度

上
昇

し
て

い
る

も
の

の
、

玖
珠

町
内

は
平

均
気

温
が

１
月

は
2.3℃

、
２

月
は

4.7℃
と

厳
寒

で
あ

り
、

エ
ア

コ
ン

使
用

を
控

え
る

こ
と

は
難

し
い

と
考

え
ら

れ
る

。
　

ま
た

、
町

委
員

会
の

冷
蔵

庫
の

新
品

買
い

替
え

に
よ

る
省

エ
ネ

効
果

が
あ

っ
た

と
す

る
見

解
に

つ
い

て
は

理
解

で
き

る
一

方
で

、
明

確
に

な
っ

て
い

な
い

買
い

替
え

時
期

を
も

っ
て

判
断

の
根

拠
と

は
で

き
な

い
と

考
え

る
。

　
本

件
選

挙
の

３
ヶ

月
前

（
令

和
５

年
１

月
〜

３
月

分
）

の
消

費
電

力
量

を
対

前
年

と
比

較
し

た
際

に
、

す
べ

て
の

月
に

お
い

て
消

費
電

力
量

が
減

少
し

て
い

る
矛

盾
に

つ
い

て
、

町
委

員
会

は
「

気
温

の
温

暖
化

に
よ

り
暖

房
器

具
の

使
用

が
減

少
し

た
」

、
「

冷
蔵

庫
の

買
い

替
え

で
省

エ
ネ

効
果

が
出

た
」

と
分

析
し

た
が

、
エ

ア
コ

ン
や

冷
蔵

庫
の

機
能

等
に

よ
る

節
電

効
果

の
調

査
は

行
っ

て
お

ら
ず

、
消

費
電

力
量

の
減

少
の

証
拠

と
は

認
め

ら
れ

な
い

。
　

ま
た

、
光

熱
水

費
の

使
用

量
な

ど
が

詳
細

な
生

活
実

態
の

証
拠

と
な

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
な

ぜ
消

費
電

力
量

の
増

減
を

証
拠

と
し

な
か

っ
た

の
か

疑
問

が
残

る
。

（
５

）
事

務
所

で
の

居
住

状
況

に
つ

い
て

は
、

近
隣

住
民

等
へ

令
和

５
年

５
月

11日
、

同
月

25
日

、
同

年
６

月
５

日
及

び
同

月
15日

の
計

４
回

、
延

べ
８

名
か

ら
聞

き
取

り
し

て
い

る
が

、
当

選
人

が
居

住
し

て
い

た
「

部
屋

の
明

か
り

」
に

つ
い

て
は

７
名

の
証

言
が

あ
る

。
こ

の
う

ち
数

名
は

時
間

帯
を

示
し

て
い

る
も

の
の

、
頻

度
に

つ
い

て
は

不
明

確
で

あ
る

。
ま

た
、

少
数

で
は

あ
る

が
「

見
た

こ
と

が
な

い
」

と
断

言
し

て
い

る
者

も
い

る
。

意
識

し
て

部
屋

の
明

か
り

を
確

認
し

て
い

る
近

隣
住

民
は

お
ら

ず
、

正
確

な
頻

度
を

特
定

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

目
撃

し
た

日
が

分
か

ら
な

い
証

言
を

も
っ

て
、

ど
の

よ
う

に
生

活
の

拠
点

で
あ

る
と

総
合

的
に

判
断

し
た

か
再

度
確

認
が

必
要

で
あ

る
。

ま



令
和
六
年
一
月
三
十
日

三
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分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

題
と

な
る

。

第
３

　
裁

決
の

理
由

　
当

委
員

会
は

、
こ

の
審

査
の

申
立

て
を

受
理

し
た

後
、

町
委

員
会

に
弁

明
書

の
提

出
を

求
め

、
こ

れ
を

徴
し

た
。

そ
の

他
、

町
委

員
会

及
び

当
選

人
か

ら
証

拠
書

類
等

の
提

出
を

受
け

、
事

務
所

及
び

新
居

で
検

証
を

行
っ

た
。

加
え

て
、

町
委

員
会

及
び

当
選

人
に

対
し

職
権

に
よ

る
質

問
を

、
近

隣
住

民
等

に
対

し
聞

き
取

り
を

実
施

し
、

慎
重

に
審

理
を

行
っ

た
。

　
そ

の
結

果
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

１
　

町
委

員
会

の
弁

明
書

の
要

旨
　

町
委

員
会

か
ら

令
和

５
年

８
月

９
日

、
同

年
９

月
11日

、
同

年
10月

２
日

及
び

同
年

11月
13日

に
当

委
員

会
に

提
出

の
あ

っ
た

弁
明

書
の

要
旨

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

（
１

）
意

見
書

等
は

７
年

前
か

ら
事

務
所

２
階

に
居

住
し

て
い

る
こ

と
を

述
べ

た
趣

旨
で

あ
り

、
現

在
の

居
住

場
所

に
つ

い
て

説
明

し
た

も
の

で
は

な
い

こ
と

、
事

務
所

１
階

で
起

臥
す

る
よ

う
に

な
っ

た
の

は
約

１
年

前
で

あ
り

、
そ

の
点

を
明

確
に

記
載

し
て

い
な

か
っ

た
旨

、
検

証
時

、
当

選
人

か
ら

説
明

が
な

さ
れ

た
。

そ
の

た
め

、
意

見
書

等
に

よ
る

供
述

と
現

在
の

住
所

地
の

説
明

と
の

間
に

は
、

矛
盾

が
な

い
も

の
と

判
断

し
た

。
　

ま
た

、
意

見
書

等
の

補
正

や
修

正
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

の
決

ま
り

は
な

く
、

当
選

人
か

ら
説

明
が

あ
っ

た
た

め
、

補
正

や
修

正
を

実
施

す
る

必
要

は
な

い
と

判
断

し
た

。
　

そ
れ

か
ら

、
支

社
長

と
営

業
所

長
の

利
害

関
係

が
あ

る
者

の
証

言
に

疑
義

を
感

じ
る

と
い

う
部

分
に

つ
い

て
は

、
ど

の
証

言
に

つ
い

て
疑

義
が

あ
る

の
か

不
明

で
あ

る
た

め
、

明
確

に
認

否
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
な

お
、

町
委

員
会

の
調

査
で

は
利

害
関

係
の

あ
る

者
の

証
言

に
虚

偽
が

あ
る

と
す

る
証

拠
は

な
か

っ
た

。

（
２

）
当

選
人

が
勤

務
す

る
建

設
会

社
で

は
、

出
勤

簿
等

は
な

く
、

客
観

的
に

生
活

の
本

拠
と

す
る

根
拠

が
示

さ
れ

て
い

な
い

と
申

立
人

は
主

張
す

る
が

、
当

選
人

の
勤

務
状

況
に

つ
い

て
は

、
当

選
人

の
主

張
や

関
係

者
の

証
言

に
よ

り
当

該
建

設
会

社
で

勤
務

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。

ま
た

、
居

住
実

態
の

判
断

は
勤

務
状

況
だ

け
で

は
な

く
、

そ
の

他
の

項
目

も
含

め
総

合
的

に
判

断
し

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、

出
勤

簿
等

は
当

選
人

の
勤

務
状

況
を

確
認

す
る

た
め

の
手

段
で

あ
り

、
出

勤
簿

等
が

な
い

こ
と

を
も

っ
て

、
客

観
的

に
生

活
の

本
拠

と
す

る
根

拠
が

な
い

と
は

い
え

な
い

。

た
、

頻
度

や
時

間
帯

が
不

明
確

で
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
町

委
員

会
が

当
該

目
撃

証
言

を
も

っ
て

証
拠

と
し

た
こ

と
は

不
公

平
で

あ
る

と
考

え
る

。

（
６

）
提

出
の

な
か

っ
た

大
分

県
玖

珠
郡

九
重

町
に

あ
る

配
偶

者
が

居
住

し
て

い
た

借
家

（
以

下
「

九
重

町
の

借
家

」
と

い
う

。
）

に
係

る
賃

貸
借

契
約

の
契

約
当

事
者

が
当

選
人

で
あ

る
場

合
、

生
活

の
本

拠
が

九
重

町
に

な
る

可
能

性
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

再
度

、
町

委
員

会
が

賃
貸

借
契

約
書

の
提

出
を

求
め

ず
に

原
決

定
を

行
っ

た
判

断
に

疑
義

が
残

る
。

　
ま

た
、

町
委

員
会

が
原

決
定

を
行

う
に

あ
た

り
、

九
重

町
の

借
家

の
消

費
電

力
量

の
調

査
及

び
分

析
を

し
な

か
っ

た
の

か
疑

問
が

残
る

。

（
７

）
当

選
人

は
、

令
和

４
年

６
月

か
ら

建
設

会
社

の
み

で
勤

務
し

て
い

る
と

証
言

し
て

い
る

が
、

当
選

人
が

勤
務

す
る

事
務

所
に

は
出

勤
簿

や
タ

イ
ム

カ
ー

ド
（

以
下

「
出

勤
簿

等
」

と
い

う
。

）
が

な
く

、
生

活
の

本
拠

と
す

る
根

拠
が

示
さ

れ
て

い
な

い
。

（
８

）
申

立
人

は
令

和
５

年
６

月
１

日
付

け
で

当
選

人
が

提
出

し
た

書
類

等
の

交
付

手
続

き
を

し
、

同
月

16日
付

け
で

町
委

員
会

か
ら

そ
の

交
付

を
受

け
た

。
当

該
書

類
確

認
後

、
申

立
人

は
同

月
19日

付
け

で
町

委
員

会
委

員
長

あ
て

に
具

申
書

を
提

出
し

た
が

、
申

立
人

が
行

え
る

書
類

等
の

提
出

期
限

が
同

月
７

日
だ

っ
た

こ
と

を
理

由
に

、
町

委
員

会
事

務
局

の
判

断
に

よ
り

町
委

員
会

に
諮

る
こ

と
な

く
具

申
書

が
破

棄
さ

れ
た

こ
と

に
対

し
て

憤
り

を
感

じ
て

い
る

。
当

該
事

務
局

の
判

断
で

破
棄

し
て

よ
い

も
の

か
、

町
委

員
会

の
見

解
を

伺
い

た
い

。

第
２

　
争

点
　

公
職

選
挙

法
（

昭
和

25年
法

律
第

100号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
９

条
第

２
項

に
は

、
「

日
本

国
民

た
る

年
齢

満
18歳

以
上

の
者

で
引

き
続

き
３

ヶ
月

以
上

市
町

村
の

区
域

内
に

住
所

を
有

す
る

者
は

、
そ

の
属

す
る

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

及
び

長
の

選
挙

権
を

有
す

る
。

」
と

、
法

第
10条

第
１

項
第

５
号

に
は

、
「

市
町

村
の

議
会

の
議

員
に

つ
い

て
は

そ
の

選
挙

権
を

有
す

る
者

で
年

齢
満

25年
以

上
の

も
の

」
が

被
選

挙
権

を
有

す
る

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
　

し
た

が
っ

て
、

当
選

人
が

、
本

件
選

挙
の

被
選

挙
権

の
要

件
で

あ
る

本
件

選
挙

の
期

日
ま

で
引

き
続

き
３

ヶ
月

以
上

、
す

な
わ

ち
令

和
５

年
１

月
23日

か
ら

同
年

４
月

23日
ま

で
（

以
下

「
本

件
期

間
」

と
い

う
。

）
引

き
続

き
玖

珠
町

内
に

住
所

を
有

し
て

い
た

か
ど

う
か

が
問



令
和
六
年
一
月
三
十
日

四

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

（
３

）
当

選
人

は
、

１
年

前
か

ら
２

階
で

起
臥

し
て

い
な

い
と

主
張

し
て

お
り

、
新

居
へ

移
転

し
た

ベ
ッ

ド
を

は
じ

め
、

本
件

期
間

中
に

使
用

し
て

い
な

い
と

想
定

さ
れ

る
家

財
道

具
を

調
査

す
る

必
要

は
な

い
と

判
断

し
た

。

（
４

）
事

務
所

の
賃

貸
借

契
約

及
び

経
費

の
無

償
提

供
に

つ
い

て
は

口
頭

契
約

で
成

立
し

て
お

り
、

当
選

人
が

、
事

務
所

の
備

品
等

を
使

用
し

生
活

し
て

も
起

臥
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

ま
た

、
備

品
等

を
検

証
し

た
結

果
、

事
務

所
に

は
、

最
低

限
度

の
日

常
生

活
を

営
む

た
め

の
設

備
が

備
わ

っ
て

い
る

と
判

断
し

た
。

　
さ

ら
に

、
居

住
実

態
の

客
観

的
事

実
の

形
成

の
部

分
に

つ
い

て
は

、
現

に
起

臥
し

て
い

た
か

否
か

を
客

観
的

に
証

明
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
た

め
、

事
務

所
の

備
品

、
機

材
等

の
状

況
だ

け
で

は
な

く
、

近
隣

住
民

、
関

係
者

へ
の

聞
き

取
り

や
そ

の
他

の
証

拠
書

類
等

を
含

め
て

総
合

的
に

判
断

し
た

。
な

お
、

九
重

町
の

借
家

の
賃

貸
借

契
約

書
に

つ
い

て
は

、
提

出
を

求
め

た
が

提
出

す
る

か
ど

う
か

は
任

意
で

あ
り

、
書

類
提

出
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
に

過
ぎ

な
い

。
仮

に
九

重
町

の
借

家
の

賃
貸

借
契

約
書

が
提

出
さ

れ
、

契
約

者
が

当
選

人
で

あ
っ

た
と

し
て

も
玖

珠
町

の
事

務
所

と
九

重
町

の
借

家
の

双
方

で
賃

貸
借

契
約

を
し

て
い

た
こ

と
を

示
す

に
と

ど
ま

り
、

町
委

員
会

の
原

決
定

を
覆

す
決

定
的

な
理

由
と

は
な

り
得

な
い

。

（
５

）
消

費
電

力
量

に
つ

い
て

、
町

委
員

会
で

は
居

住
実

態
が

あ
る

と
す

る
証

拠
と

し
て

判
断

し
て

い
な

い
。

消
費

電
力

量
に

係
る

分
析

を
も

と
に

居
住

実
態

が
な

い
と

判
断

す
る

こ
と

も
で

き
な

い
と

し
た

。

（
６

）
当

選
人

が
ソ

フ
ァ

ー
で

起
臥

で
き

な
い

と
す

る
証

拠
は

な
い

。
起

臥
の

頻
度

は
、

客
観

的
な

証
明

が
困

難
な

の
で

、
近

隣
住

民
等

か
ら

の
聞

き
取

り
や

そ
の

他
調

査
内

容
か

ら
起

臥
し

て
い

る
か

を
総

合
的

に
判

断
し

た
。

　
ま

た
、

意
識

し
て

事
務

所
の

明
か

り
を

見
て

い
る

近
隣

住
民

は
い

な
か

っ
た

た
め

、
聞

き
取

り
か

ら
は

正
確

な
頻

度
を

特
定

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
っ

た
。

し
た

が
っ

て
、

事
務

所
の

明
か

り
は

起
臥

し
て

い
た

か
を

判
断

す
る

一
つ

の
材

料
と

し
、

そ
の

他
項

目
も

含
め

総
合

的
に

判
断

し
た

。

（
７

）
異

議
申

出
に

係
る

手
続

き
に

つ
い

て
は

、
法

第
216条

第
１

項
が

準
用

す
る

行
政

不
服

審
査

法
（

平
成

26年
法

律
第

68号
。

以
下

「
行

服
法

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
き

行
っ

た
。

そ
の

中
で

、
申

立
人

が
具

申
書

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

の
規

定
は

な
い

。
ま

た
、

申
立

人
に

は
口

頭
意

見
陳

述
を

申
し

立
て

る
こ

と
が

で
き

る
旨

の
案

内
や

、
証

拠
書

類
等

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
機

会
を

設
け

た
。

さ
ら

に
、

町
委

員
会

が
申

立
人

に
質

問
を

行
い

、
申

立
人

の
主

張
を

よ
り

明
確

に
す

る
よ

う
努

め
た

。

２
　

当
選

人
へ

の
質

問
に

対
す

る
回

答
の

要
旨

　
当

委
員

会
が

行
っ

た
令

和
５

年
９

月
28日

、
同

年
10月

５
日

、
同

月
20日

付
け

の
現

地
調

査
及

び
同

年
11月

30日
付

け
の

検
証

に
お

け
る

当
選

人
へ

の
質

問
に

対
す

る
回

答
の

要
旨

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

（
１

）
一

身
上

の
都

合
に

よ
り

７
年

ほ
ど

前
か

ら
事

務
所

２
階

に
全

て
の

財
産

を
持

ち
込

み
配

偶
者

と
生

活
す

る
よ

う
に

な
っ

た
。

ま
た

、
２

年
ほ

ど
前

か
ら

配
偶

者
は

九
重

町
の

借
家

で
暮

ら
す

よ
う

に
な

り
、

そ
れ

を
機

に
当

選
人

は
事

務
所

１
階

で
起

臥
を

始
め

た
。

　
か

ね
て

よ
り

親
交

の
あ

っ
た

建
設

会
社

社
長

の
温

情
に

よ
り

、
事

務
所

へ
転

居
し

、
賃

貸
借

契
約

書
は

交
わ

し
て

お
ら

ず
、

賃
料

も
支

払
っ

て
い

な
い

。

（
２

）
事

務
所

に
持

ち
込

ん
で

い
た

財
産

は
、

衣
類

（
ワ

イ
シ

ャ
ツ

、
ス

ー
ツ

、
下

着
類

）
、

食
器

、
布

団
、

毛
布

、
電

気
毛

布
、

神
棚

、
洗

面
具

、
靴

及
び

洗
濯

機
で

あ
る

。
２

年
前

に
配

偶
者

が
九

重
町

に
転

居
し

た
た

め
、

ベ
ッ

ド
、

テ
レ

ビ
及

び
炊

飯
器

等
の

当
初

事
務

所
に

持
ち

込
ん

で
い

た
財

産
は

、
九

重
町

の
借

家
へ

移
動

さ
せ

た
。

（
３

）
配

偶
者

の
加

齢
に

よ
る

体
力

の
衰

え
に

加
え

て
、

配
偶

者
の

勤
務

先
が

あ
る

九
重

町
ま

で
の

道
路

が
冬

場
凍

結
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
、

玖
珠

町
か

ら
の

通
勤

が
困

難
と

判
断

し
、

配
偶

者
と

別
居

す
る

こ
と

に
な

っ
た

。
　

な
お

、
九

重
町

の
借

家
は

、
貸

主
と

賃
貸

借
契

約
書

を
交

わ
し

て
お

ら
ず

、
月

の
賃

料
は

35,000円
で

あ
っ

た
。

　
ま

た
、

当
選

人
が

、
九

重
町

の
借

家
に

宿
泊

す
る

日
数

は
、

令
和

３
年

度
は

主
に

水
曜

日
と

日
曜

日
の

週
２

日
程

度
、

令
和

４
年

度
は

主
に

水
曜

日
、

土
曜

日
及

び
日

曜
日

の
週

３
日

程
度

で
あ

っ
た

。

（
４

）
７

年
前

の
事

務
所

へ
の

転
居

に
あ

わ
せ

て
、

現
在

勤
務

し
て

い
る

建
設

会
社

社
長

か
ら
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雇
用

さ
れ

て
い

る
。

雇
用

契
約

書
は

交
わ

し
て

い
な

い
が

、
毎

月
一

定
額

の
賃

金
が

支
払

わ
れ

て
い

る
。

勤
務

時
間

も
８

時
か

ら
17時

ま
で

と
決

め
ら

れ
て

い
る

も
の

の
、

出
勤

簿
等

は
な

く
、

業
務

内
容

も
特

段
決

め
ら

れ
て

い
な

い
。

（
５

）
２

年
前

か
ら

就
寝

時
は

、
事

務
所

１
階

の
ソ

フ
ァ

ー
の

上
に

電
気

毛
布

を
敷

き
、

そ
の

上
に

当
選

人
が

寝
て

、
上

か
ら

毛
布

を
掛

け
て

い
た

。
居

候
と

い
う

こ
と

も
あ

り
可

能
な

限
り

使
用

は
控

え
て

い
た

が
、

本
件

期
間

に
お

い
て

は
、

部
屋

が
温

か
く

な
る

ま
で

は
エ

ア
コ

ン
を

使
用

し
、

同
様

に
寝

床
が

温
か

く
な

る
ま

で
電

気
毛

布
を

使
用

し
た

が
、

冷
え

込
む

日
は

、
電

気
毛

布
を

一
晩

中
使

用
し

て
い

た
こ

と
も

あ
っ

た
。

電
気

毛
布

が
あ

れ
ば

十
分

に
温

か
く

、
厚

手
の

布
団

が
必

要
と

い
う

こ
と

は
な

い
。

　
就

寝
時

間
は

、
24時

頃
で

あ
り

、
就

寝
ま

で
の

時
間

は
図

書
館

で
借

り
た

本
を

読
ん

だ
り

、
会

社
の

パ
ソ

コ
ン

で
動

画
を

見
た

り
し

て
過

ご
す

こ
と

が
多

か
っ

た
。

　
な

お
、

本
件

期
間

に
お

け
る

消
費

電
力

量
が

、
前

年
に

比
べ

て
低

下
し

て
い

る
こ

と
に

関
し

て
は

、
特

段
生

活
様

式
が

変
わ

っ
た

と
こ

ろ
は

な
く

、
思

い
付

く
理

由
は

な
い

。

（
６

）
本

件
期

間
中

に
、

事
務

所
で

使
用

し
て

い
た

電
化

製
品

と
概

ね
の

使
用

時
間

に
つ

い
て

は
、

エ
ア

コ
ン

が
勤

務
時

間
の

８
時

か
ら

17時
ま

で
と

、
勤

務
時

間
外

の
７

時
か

ら
８

時
ま

で
及

び
17時

か
ら

24時
ま

で
、

冷
蔵

庫
が

24時
間

、
セ

ラ
ミ

ッ
ク

ヒ
ー

タ
ー

が
勤

務
開

始
時

刻
の

８
時

か
ら

９
時

ま
で

、
Ｌ

Ｅ
Ｄ

蛍
光

灯
３

本
が

勤
務

時
間

の
８

時
か

ら
17時

ま
で

と
勤

務
時

間
外

の
７

時
か

ら
８

時
ま

で
及

び
17時

か
ら

24時
ま

で
、

電
子

レ
ン

ジ
が

勤
務

時
間

中
の

３
分

間
と

勤
務

時
間

外
の

３
分

間
、

電
気

ポ
ッ

ト
が

勤
務

時
間

の
８

時
か

ら
17時

ま
で

、
電

気
毛

布
が

勤
務

時
間

外
の

21時
か

ら
24時

ま
で

で
あ

っ
た

。
　

な
お

、
電

気
ポ

ッ
ト

に
つ

い
て

は
、

勤
務

終
了

の
17時

に
電

源
を

切
り

、
勤

務
時

間
外

に
お

湯
が

必
要

な
と

き
は

カ
セ

ッ
ト

コ
ン

ロ
を

使
用

し
沸

か
し

て
い

た
。

（
７

）
食

料
は

、
配

偶
者

が
事

務
所

に
お

に
ぎ

り
や

お
か

ず
を

持
参

し
た

も
の

を
受

け
取

っ
た

り
、

当
選

人
が

九
重

町
の

借
家

へ
行

っ
た

際
に

持
ち

帰
っ

て
い

た
。

　
そ

の
他

、
玖

珠
町

内
の

ド
ラ

ッ
グ

ス
ト

ア
、

デ
ィ

ス
カ

ウ
ン

ト
ス

ト
ア

、
コ

ン
ビ

ニ
エ

ン
ス

ス
ト

ア
及

び
酒

屋
で

、
カ

ッ
プ

麺
、

パ
ン

、
飲

料
及

び
タ

バ
コ

を
購

入
す

る
こ

と
も

あ
っ

た
。

（
８

）
洗

濯
に

つ
い

て
は

、
九

重
町

の
借

家
で

行
い

、
事

務
所

に
あ

る
洗

濯
機

を
使

う
こ

と
は

な
か

っ
た

。
　

入
浴

に
つ

い
て

は
、

洗
濯

と
同

様
に

九
重

町
の

借
家

に
宿

泊
し

た
際

に
行

っ
て

い
た

。
ま

た
、

知
人

宅
で

も
ら

い
湯

を
し

た
り

、
近

隣
の

温
泉

施
設

を
利

用
し

た
り

す
る

こ
と

も
あ

っ
た

。

（
９

）
当

選
人

あ
て

の
郵

便
物

は
、

７
年

前
か

ら
事

務
所

に
届

く
よ

う
に

し
て

い
る

。

（
10）

当
初

、
本

件
選

挙
へ

立
候

補
す

る
意

思
は

な
か

っ
た

も
の

の
、

無
投

票
と

な
る

こ
と

は
避

け
る

べ
き

と
の

考
え

か
ら

支
援

者
と

と
も

に
立

候
補

者
を

探
し

た
が

見
つ

か
ら

な
か

っ
た

た
め

、
支

援
者

か
ら

の
後

押
し

に
よ

り
告

示
日

直
前

の
令

和
５

年
４

月
14日

に
立

候
補

す
る

こ
と

を
決

意
し

た
。

選
挙

運
動

は
、

ポ
ス

タ
ー

の
掲

示
と

ビ
ラ

の
頒

布
を

行
い

、
選

挙
運

動
用

自
動

車
は

使
用

し
な

か
っ

た
。

ま
た

、
選

挙
運

動
期

間
中

の
令

和
５

年
４

月
18

日
か

ら
同

月
23日

は
、

毎
日

９
時

か
ら

20時
ま

で
の

間
、

選
挙

事
務

所
で

過
ご

し
、

20時
以

降
は

事
務

所
で

過
ご

し
た

。

（
11）

当
選

後
、

玖
珠

町
内

に
新

居
を

見
つ

け
た

た
め

、
九

重
町

の
借

家
を

引
き

払
い

、
令

和
５

年
６

月
か

ら
入

居
を

開
始

し
た

。

（
12）

当
委

員
会

か
ら

提
出

を
求

め
ら

れ
た

事
務

所
の

本
件

期
間

に
お

け
る

30分
毎

の
消

費
電

力
量

が
分

か
る

明
細

に
つ

い
て

は
、

建
設

会
社

の
協

力
が

得
ら

れ
ず

提
出

で
き

な
い

の
で

、
こ

れ
ま

で
の

状
況

か
ら

判
断

し
て

も
ら

い
た

い
。

３
　

営
業

所
長

及
び

近
隣

住
民

等
へ

の
聞

き
取

り
の

要
旨

　
当

委
員

会
が

行
っ

た
令

和
５

年
９

月
28日

、
同

年
10月

５
日

、
同

月
６

日
、

同
月

13日
、

同
月

20日
、

同
年

11月
２

日
付

け
の

現
地

調
査

及
び

同
月

30日
付

け
の

検
証

に
お

け
る

営
業

所
長

及
び

近
隣

住
民

等
へ

の
聞

き
取

り
の

要
旨

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

（
１

）
営

業
所

長
の

証
言

に
つ

い
て

ア
　

当
選

人
が

持
ち

込
ん

で
い

た
財

産
は

、
ス

ー
ツ

、
ワ

イ
シ

ャ
ツ

、
タ

ン
ス

、
靴

、
毛

布
、

電
気

毛
布

、
包

丁
、

ま
な

板
、

カ
セ

ッ
ト

コ
ン

ロ
、

電
子

レ
ン

ジ
、

電
気

ポ
ッ

ト
、

洗
面

具
及

び
洗

濯
機

が
あ

っ
た

と
記

憶
し

て
い

る
。

イ
　

事
務

所
の

冷
蔵

庫
は

、
営

業
所

長
が

赴
任

し
た

直
後

の
令

和
３

年
10月

頃
に

買
い

替



令
和
六
年
一
月
三
十
日

六

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

え
た

と
記

憶
し

て
い

る
。

ウ
　

当
選

人
の

勤
務

時
間

は
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
の

８
時

か
ら

17時
ま

で
で

あ
る

。
但

し
、

自
主

的
に

土
日

に
出

勤
す

る
こ

と
も

あ
っ

た
よ

う
だ

。
　

営
業

所
長

が
出

勤
す

る
８

時
に

は
、

当
選

人
が

事
務

所
の

鍵
を

開
け

た
状

態
で

お
り

、
退

社
す

る
17時

に
は

当
選

人
が

残
っ

て
い

た
。

８
時

に
当

選
人

が
い

な
い

こ
と

は
、

月
に

１
回

あ
る

か
な

い
か

で
あ

り
、

８
時

ま
で

に
出

勤
で

き
な

い
場

合
は

事
前

に
連

絡
が

あ
る

。
エ

　
営

業
所

長
が

赴
任

し
た

令
和

３
年

９
月

に
は

、
当

選
人

は
す

で
に

事
務

所
１

階
で

起
臥

し
て

い
た

。
当

時
か

ら
配

偶
者

は
九

重
町

に
居

住
し

て
い

る
と

聞
い

て
い

た
。

　
営

業
所

長
が

出
勤

し
た

際
に

は
、

布
団

等
は

ソ
フ

ァ
ー

と
壁

の
間

の
ス

ペ
ー

ス
に

片
付

け
ら

れ
て

い
た

。
オ

　
時

間
は

は
っ

き
り

し
な

い
が

、
当

選
人

の
配

偶
者

が
差

し
入

れ
を

頻
繁

に
し

て
い

た
。

当
選

人
は

昼
食

時
、

カ
ッ

プ
麺

や
冷

凍
し

た
お

に
ぎ

り
を

電
子

レ
ン

ジ
で

温
め

て
食

べ
て

い
た

。
夜

間
は

食
事

の
様

子
を

見
て

い
な

い
が

、
昼

食
と

同
じ

よ
う

な
メ

ニ
ュ

ー
を

食
べ

て
い

る
と

聞
い

て
い

る
。

（
２

）
近

隣
住

民
Ａ

氏
の

証
言

に
つ

い
て

ア
　

当
選

人
が

10時
頃

に
事

務
所

の
郵

便
受

け
を

開
け

て
い

る
と

こ
ろ

を
見

た
こ

と
が

あ
る

。
イ

　
本

件
期

間
も

18時
か

ら
19時

頃
ま

で
に

事
務

所
１

階
の

明
か

り
が

点
い

て
い

る
こ

と
を

週
に

２
、

３
回

の
頻

度
で

目
撃

し
た

こ
と

が
あ

る
。

ウ
　

夜
間

、
事

務
所

を
見

た
と

き
に

、
24時

前
後

で
も

明
か

り
が

点
い

て
い

る
こ

と
を

見
た

こ
と

が
あ

る
。

（
３

）
近

隣
住

民
Ｂ

氏
の

証
言

に
つ

い
て

ア
　

就
寝

時
は

自
宅

の
２

階
で

過
ご

し
て

い
る

が
、

就
寝

前
の

19時
か

ら
22時

ま
で

の
間

に
洗

面
所

の
窓

か
ら

事
務

所
１

階
の

明
か

り
が

点
い

て
い

る
こ

と
を

見
た

こ
と

が
あ

る
。

イ
　

事
務

所
１

階
の

明
か

り
が

点
い

て
い

た
頻

度
は

覚
え

て
い

な
い

が
、

強
い

て
言

え
ば

週
に

１
、

２
回

よ
り

も
多

い
ぐ

ら
い

で
あ

る
。

ウ
　

Ｂ
氏

が
７

時
半

頃
に

出
勤

す
る

際
に

、
事

務
所

の
駐

車
場

に
白

色
の

軽
ト

ラ
ッ

ク
が

停
ま

っ
て

い
る

こ
と

を
目

撃
し

た
こ

と
も

あ
る

。

（
４

）
近

隣
店

舗
Ｃ

氏
の

証
言

に
つ

い
て

ア
　

当
選

人
は

９
時

か
ら

16時
ま

で
の

間
に

、
タ

バ
コ

、
カ

ッ
プ

麺
及

び
パ

ン
等

を
購

入
す

る
た

め
、

週
に

３
、

４
回

の
頻

度
で

来
店

す
る

。
イ

　
20時

か
ら

21時
頃

ま
で

に
配

達
等

で
事

務
所

の
前

を
通

っ
た

際
は

、
だ

い
だ

い
明

か
り

が
点

い
て

い
た

。

（
５

）
近

隣
住

民
Ｄ

氏
の

証
言

に
つ

い
て

ア
　

７
時

20分
に

自
宅

を
出

発
し

て
事

務
所

の
前

を
通

る
が

、
九

重
町

方
面

か
ら

車
に

乗
っ

た
当

選
人

と
す

れ
違

う
こ

と
や

近
隣

の
店

舗
前

に
設

置
し

て
あ

る
自

動
販

売
機

で
商

品
を

購
入

す
る

当
選

人
を

目
撃

し
た

こ
と

が
、

令
和

５
年

１
月

以
前

か
ら

毎
日

の
よ

う
に

あ
る

。
イ

　
自

宅
の

２
階

か
ら

事
務

所
が

見
え

る
が

、
夜

間
に

事
務

所
の

明
か

り
が

点
い

て
い

た
こ

と
を

目
撃

し
た

こ
と

は
な

い
。

（
６

）
九

重
町

の
借

家
の

貸
主

Ｅ
氏

の
証

言
に

つ
い

て
ア

　
当

選
人

と
の

間
で

賃
貸

借
契

約
書

は
交

わ
し

て
い

な
い

が
、

当
選

人
と

の
賃

貸
借

契
約

は
令

和
３

年
４

月
か

ら
令

和
５

年
５

月
ま

で
の

丸
２

年
以

上
に

な
り

、
毎

月
家

賃
の

振
り

込
み

が
あ

っ
た

。
イ

　
現

地
ま

で
赴

い
て

見
た

こ
と

は
な

い
た

め
、

誰
が

居
住

し
て

い
た

の
か

は
不

明
で

あ
る

。

（
７

）
九

重
町

の
借

家
の

近
隣

住
民

Ｆ
氏

の
証

言
に

つ
い

て
ア

　
当

選
人

を
目

撃
す

る
頻

度
や

曜
日

に
つ

い
て

は
憶

え
て

い
な

い
が

、
夕

方
の

散
歩

時
に

当
選

人
を

見
か

け
た

こ
と

が
あ

る
。

（
８

）
申

立
人

の
知

人
Ｇ

氏
の

証
言

に
つ

い
て

ア
　

申
立

人
に

は
、

当
選

人
が

玖
珠

町
に

居
住

し
て

い
な

い
の

で
は

な
い

か
と

い
う

こ
と

を
噂

話
と

し
て

伝
え

た
。

イ
　

当
選

人
が

玖
珠

町
に

居
住

し
て

い
な

い
の

で
は

な
い

か
と

い
う

こ
と

に
関

し
、

確
証

が
あ

っ
て

申
立

人
に

伝
え

た
訳

で
は

な
い

。
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（
９

）
申

立
人

の
知

人
Ｈ

氏
の

証
言

に
つ

い
て

ア
　

当
選

人
が

玖
珠

町
に

居
住

し
て

い
な

い
の

で
は

な
い

か
と

い
う

知
人

か
ら

聞
い

た
話

を
、

選
挙

後
、

申
立

人
に

伝
え

た
。

（
10）

近
隣

の
デ

ィ
ス

カ
ウ

ン
ト

ス
ト

ア
の

従
業

員
Ｉ

氏
の

証
言

に
つ

い
て

ア
　

当
選

人
が

本
件

期
間

中
に

来
店

し
て

い
た

と
こ

ろ
を

見
た

こ
と

が
あ

る
。

イ
　

来
店

時
の

時
間

帯
と

し
て

は
、

13時
か

ら
17時

ま
で

が
多

か
っ

た
と

記
憶

し
て

い
る

が
、

来
店

の
頻

度
と

購
入

し
て

い
た

商
品

に
つ

い
て

は
分

か
ら

な
い

。

（
11）

当
選

人
が

利
用

す
る

と
証

言
し

た
近

隣
の

温
泉

施
設

の
従

業
員

Ｊ
氏

の
証

言
に

つ
い

て
ア

　
夜

の
時

間
帯

に
働

い
て

い
る

従
業

員
に

も
確

認
し

た
が

、
当

選
人

が
来

店
し

て
い

る
こ

と
を

見
か

け
た

者
は

い
な

か
っ

た
。

４
　

当
委

員
会

が
認

定
し

た
事

実
　

当
選

人
の

証
言

、
当

選
人

及
び

町
委

員
会

か
ら

提
出

さ
れ

た
証

拠
書

類
等

、
当

委
員

会
の

現
地

調
査

に
お

け
る

質
問

や
聞

き
取

り
へ

の
回

答
及

び
事

務
所

並
び

に
新

居
の

検
証

結
果

か
ら

次
の

事
実

が
認

め
ら

れ
る

。

（
１

）
事

務
所

を
住

所
と

定
め

た
時

期
に

つ
い

て
　

当
選

人
は

、
平

成
29年

８
月

２
日

に
事

務
所

を
住

所
と

し
て

定
め

る
旨

の
転

居
届

を
玖

珠
町

に
提

出
し

て
い

る
。

（
２

）
事

務
所

及
び

九
重

町
の

借
家

に
係

る
賃

貸
借

契
約

に
つ

い
て

　
当

選
人

は
、

事
務

所
に

係
る

賃
貸

借
契

約
を

建
設

会
社

と
、

九
重

町
の

借
家

に
係

る
賃

貸
借

契
約

を
所

有
者

と
い

ず
れ

も
口

頭
に

よ
り

締
結

し
て

い
る

。

（
３

）
当

選
人

と
建

設
会

社
と

の
雇

用
契

約
及

び
勤

務
記

録
に

つ
い

て
　

当
選

人
と

建
設

会
社

の
間

に
お

け
る

雇
用

契
約

に
つ

い
て

は
、

口
頭

に
よ

り
締

結
さ

れ
て

い
る

。
　

ま
た

、
建

設
会

社
で

は
、

当
選

人
の

勤
務

を
記

録
す

る
た

め
の

出
勤

簿
等

は
な

い
。

（
４

）
当

選
人

の
建

設
会

社
に

お
け

る
雇

用
状

況
に

つ
い

て

　
上

記
（

３
）

の
と

お
り

雇
用

契
約

書
の

確
認

は
で

き
な

か
っ

た
が

、
当

選
人

を
建

設
会

社
の

営
業

部
長

と
す

る
名

刺
が

作
成

さ
れ

て
お

り
、

当
選

人
に

は
建

設
会

社
の

制
服

、
机

及
び

パ
ソ

コ
ン

が
支

給
さ

れ
て

い
る

。

（
５

）
当

選
人

が
事

務
所

に
持

ち
込

ん
で

い
た

財
産

に
つ

い
て

　
当

選
人

及
び

営
業

所
長

の
証

言
並

び
に

当
委

員
会

が
実

施
し

た
事

務
所

及
び

新
居

の
検

証
結

果
か

ら
、

当
選

人
が

本
件

期
間

中
に

事
務

所
に

持
ち

込
ん

で
い

た
財

産
は

、
衣

類
（

ス
ー

ツ
、

ワ
イ

シ
ャ

ツ
、

私
服

）
、

靴
（

紳
士

用
５

足
、

婦
人

用
１

足
）

、
毛

布
、

電
気

毛
布

、
包

丁
、

ま
な

板
、

食
器

類
、

本
、

椅
子

、
机

、
カ

セ
ッ

ト
コ

ン
ロ

、
電

気
ポ

ッ
ト

、
電

子
レ

ン
ジ

、
洗

面
具

、
洗

濯
機

、
神

棚
、

石
油

ス
ト

ー
ブ

、
寝

椅
子

、
電

気
ス

タ
ン

ド
、

衣
装

ハ
ン

ガ
ー

、
扇

風
機

、
ひ

な
人

形
、

ク
リ

ス
マ

ス
ツ

リ
ー

、
布

団
、

小
型

テ
レ

ビ
、

蛍
光

灯
カ

バ
ー

及
び

そ
の

他
雑

貨
で

あ
る

。
　

ま
た

、
本

件
期

間
中

に
当

選
人

が
九

重
町

の
借

家
へ

持
ち

込
ん

で
い

た
財

産
は

、
水

屋
、

ス
テ

レ
オ

、
テ

レ
ビ

、
タ

ン
ス

２
棹

、
テ

ー
ブ

ル
、

ベ
ッ

ド
、

布
団

、
電

気
毛

布
、

石
油

ス
ト

ー
ブ

２
台

、
ス

ピ
ー

カ
ー

及
び

こ
た

つ
で

あ
る

。

（
６

）
当

選
人

の
車

の
車

種
に

つ
い

て
　

当
委

員
会

が
自

動
車

検
査

証
を

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

当
選

人
が

所
有

し
て

い
る

自
動

車
は

白
色

の
軽

ト
ラ

ッ
ク

で
あ

る
。

（
７

）
事

務
所

の
水

道
の

使
用

状
況

に
つ

い
て

　
事

務
所

の
水

道
の

使
用

状
況

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

令
和
４
年
令
和
５
年

前
年
比

１
月
分

４
㎥

４
㎥

±
０
㎥

２
月
分

４
㎥

４
㎥

±
０
㎥

３
月
分

４
㎥

３
㎥

−
１
㎥

４
月
分

３
㎥

３
㎥

±
０
㎥

５
月
分

４
㎥

４
㎥

±
０
㎥

６
月
分

３
㎥

−
−

７
月
分

３
㎥

−
−

８
月
分

３
㎥

−
−

９
月
分

３
㎥

−
−
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10月
分

３
㎥

−
−

11月
分

３
㎥

−
−

12月
分

３
㎥

−
−

（
８

）
事

務
所

の
電

気
の

使
用

状
況

に
つ

い
て

　
事

務
所

の
電

気
の

使
用

状
況

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

　
な

お
、

令
和

５
年

の
消

費
電

力
量

を
計

量
し

た
期

間
は

、
そ

れ
ぞ

れ
１

月
分

は
令

和
４

年
12月

15日
か

ら
令

和
５

年
１

月
18日

ま
で

、
２

月
分

は
令

和
５

年
１

月
19日

か
ら

同
年

２
月

15日
ま

で
、

３
月

分
は

令
和

５
年

２
月

16日
か

ら
同

年
３

月
15日

ま
で

、
４

月
分

は
令

和
５

年
３

月
16日

か
ら

同
年

４
月

17日
ま

で
で

あ
っ

た
。

令
和
４
年

令
和
５
年

前
年
比

１
月
分

734
kW
h

673
kW
h
▲
61
kW
h

２
月
分

658
kW
h

601
kW
h
▲
57
kW
h

３
月
分

500
kW
h

438
kW
h
▲
62
kW
h

４
月
分

303
kW
h

363
kW
h

60
kW
h

５
月
分

237
kW
h

−
−

６
月
分

140
kW
h

−
−

７
月
分

208
kW
h

−
−

８
月
分

294
kW
h

−
−

９
月
分

218
kW
h

−
−

10月
分

200
kW
h

−
−

11月
分

244
kW
h

−
−

12月
分

384
kW
h

−
−

（
９

）
事

務
所

に
あ

る
電

化
製

品
の

消
費

電
力

量
に

つ
い

て
　

事
務

所
に

は
、

エ
ア

コ
ン

、
冷

蔵
庫

及
び

セ
ラ

ミ
ッ

ク
ヒ

ー
タ

ー
が

あ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

メ
ー

カ
ー

に
よ

る
取

扱
説

明
書

等
に

よ
れ

ば
、

エ
ア

コ
ン

の
１

時
間

あ
た

り
の

消
費

電
力

量
は

室
内

温
度

が
20℃

で
外

気
温

が
７

℃
の

条
件

で
は

1,370Ｗ
h（

通
常

の
消

費
電

力
）

、
室

内
温

度
が

20℃
で

外
気

温
が

２
℃

の
条

件
で

は
2,270Ｗ

h（
低

温
消

費
電

力
）

で
あ

り
、

冷
蔵

庫
の

年
間

消
費

電
力

は
300kＷ

hで
あ

り
、

セ
ラ

ミ
ッ

ク
ヒ

ー
タ

ー
の

１
時

間
あ

た
り

の
消

費
電

力
量

は
1,200Ｗ

hで
あ

る
。

（
10）

令
和

５
年

分
の

消
費

電
力

量
を

計
量

し
た

期
間

に
お

け
る

玖
珠

町
の

１
時

間
ご

と
の

気
温

に
つ

い
て

　
気

象
庁

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
、

上
記

第
３

の
４

（
８

）
に

あ
る

令
和

５
年

１
月

か
ら

４
月

ま
で

の
期

間
、

い
わ

ゆ
る

令
和

４
年

12月
15日

か
ら

令
和

５
年

４
月

17日
ま

で
の

期
間

に
お

け
る

玖
珠

町
の

１
時

間
ご

と
の

気
温

に
つ

い
て

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

勤
務

時
間

の
８

時
か

ら
17時

ま
で

の
９

時
間

の
う

ち
７

℃
未

満
に

な
る

時
間

は
、

１
月

分
は

118時
間

、
２

月
分

は
129時

間
、

３
月

分
は

55時
間

、
４

月
分

は
６

時
間

で
あ

っ
た

。

（
11）

事
務

所
の

ガ
ス

の
使

用
状

況
に

つ
い

て
　

事
務

所
で

は
ガ

ス
を

使
用

し
て

い
な

い
。

（
12）

当
選

人
が

起
臥

し
て

い
た

と
す

る
場

所
及

び
知

人
宅

で
の

入
浴

機
会

の
提

供
に

つ
い

て
　

当
選

人
は

、
当

委
員

会
の

質
問

に
対

し
て

起
臥

し
て

い
た

場
所

は
、

令
和

３
年

４
月

か
ら

事
務

所
１

階
で

あ
る

と
回

答
し

た
。

ま
た

、
令

和
５

年
５

月
16日

付
け

で
起

臥
し

て
い

た
場

所
が

事
務

所
２

階
で

あ
る

旨
を

記
載

し
た

意
見

書
等

を
町

委
員

会
あ

て
に

提
出

し
て

い
た

が
、

同
年

11月
30日

付
け

で
起

臥
し

て
い

た
場

所
が

事
務

所
１

階
で

あ
る

旨
の

修
正

を
加

え
た

意
見

書
及

び
添

付
書

類
（

以
下

「
11月

30日
付

け
意

見
書

等
」

と
い

う
。

）
を

当
委

員
会

に
証

拠
書

類
と

し
て

提
出

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
当

選
人

は
同

年
11月

30日
付

け
で

直
近

２
年

間
に

お
い

て
月

に
２

、
３

回
ほ

ど
入

浴
の

機
会

を
提

供
し

て
も

ら
っ

て
い

た
知

人
の

証
言

書
を

当
委

員
会

に
証

拠
書

類
と

し
て

提
出

し
て

い
る

。

（
13）

郵
便

物
等

の
配

達
状

況
に

つ
い

て
　

当
選

人
あ

て
の

郵
便

物
に

つ
い

て
は

、
少

な
く

と
も

令
和

元
年

か
ら

封
書

及
び

年
賀

状
が

事
務

所
に

配
達

さ
れ

て
い

る
。

　
ま

た
、

宅
配

便
も

事
務

所
に

配
達

さ
れ

る
よ

う
登

録
さ

れ
て

い
る

。

（
14）

当
選

人
が

九
重

町
の

キ
ャ

ン
プ

場
で

の
宿

直
業

務
を

辞
め

た
時

期
に

つ
い

て
　

当
該

キ
ャ

ン
プ

場
が

発
行

し
た

離
職

証
明

書
に

よ
る

と
、

当
選

人
が

九
重

町
の

キ
ャ

ン
プ

場
で

宿
直

業
務

を
辞

め
た

の
は

令
和

３
年

５
月

10日
で

あ
る

。

（
15）

事
務

所
と

近
隣

住
民

の
住

居
と

の
位

置
関

係
に

つ
い

て
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事

務
所

建
物

は
３

階
建

て
で

、
北

側
を

県
道

に
面

し
て

い
る

。
建

物
の

１
階

部
分

は
、

北
側

に
屋

内
駐

車
場

、
そ

し
て

そ
の

南
側

に
事

務
所

の
配

置
と

な
っ

て
い

る
。

事
務

所
は

約
10ｍ

程
度

県
道

か
ら

離
れ

た
場

所
に

位
置

し
て

い
る

。
事

務
所

に
は

、
北

側
に

入
口

と
し

て
利

用
し

て
い

る
ガ

ラ
ス

張
り

の
ド

ア
１

か
所

、
東

側
に

窓
が

１
か

所
、

南
側

に
窓

が
２

か
所

、
西

側
に

窓
１

か
所

と
ト

イ
レ

の
小

窓
が

１
か

所
設

置
さ

れ
て

い
る

。
　

事
務

所
周

辺
は

概
ね

閑
静

な
環

境
で

あ
り

、
隣

接
す

る
住

民
の

住
居

と
事

務
所

の
間

に
遮

へ
い

物
は

な
く

明
か

り
の

確
認

が
可

能
だ

が
、

事
務

所
か

ら
少

し
離

れ
る

と
事

務
所

に
隣

接
す

る
住

居
に

よ
り

そ
の

全
景

を
見

る
こ

と
が

困
難

と
思

わ
れ

る
箇

所
も

あ
っ

た
。

（
16）

本
件

選
挙

へ
の

立
候

補
に

つ
い

て
　

当
選

人
は

、
令

和
５

年
４

月
18日

付
け

で
本

件
選

挙
選

挙
長

に
対

し
、

住
所

欄
に

事
務

所
の

地
番

を
記

載
し

立
候

補
関

係
書

類
を

提
出

し
受

理
さ

れ
、

ま
た

、
町

委
員

会
委

員
長

に
対

し
、

選
挙

事
務

所
設

置
届

の
住

所
欄

に
事

務
所

所
在

地
と

は
異

な
る

玖
珠

郡
玖

珠
町

大
字

帆
足

367番
地

の
４

を
記

載
し

提
出

し
た

。

第
４

　
当

委
員

会
の

判
断

　
住

所
は

、
民

法
（

明
治

29年
法

律
第

89号
）

第
22条

で
「

各
人

の
生

活
の

本
拠

を
そ

の
者

の
住

所
と

す
る

。
」

と
規

定
さ

れ
、

特
に

「
選

挙
に

関
し

て
は

住
所

は
一

人
に

つ
き

一
ヶ

所
に

限
定

さ
れ

る
も

の
と

解
す

べ
き

で
あ

る
。

」
（

昭
和

23年
12月

18日
最

高
裁

判
所

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

　
ま

た
、

「
選

挙
権

の
要

件
と

し
て

の
住

所
は

、
そ

の
人

の
生

活
に

も
っ

と
も

関
係

の
深

い
一

般
生

活
、

全
生

活
の

中
心

を
も

っ
て

そ
の

者
の

住
所

と
解

す
べ

く
、

所
論

の
よ

う
に

、
私

生
活

面
の

住
所

、
事

業
活

動
面

の
住

所
、

政
治

活
動

面
の

住
所

等
を

分
離

し
て

判
断

す
べ

き
も

の
で

は
な

い
。

」
（

昭
和

35年
３

月
22日

最
高

裁
判

所
判

決
）

と
さ

れ
、

「
一

定
の

場
所

が
住

所
に

当
た

る
か

否
か

は
、

客
観

的
な

生
活

の
本

拠
た

る
実

体
を

具
備

し
て

い
る

か
否

か
に

よ
っ

て
決

す
べ

き
も

の
で

あ
る

か
ら

、
主

観
的

に
住

所
を

移
転

さ
せ

る
意

思
が

あ
る

こ
と

の
み

を
も

っ
て

直
ち

に
住

所
の

認
定

、
喪

失
を

生
じ

る
も

の
で

は
な

く
、

ま
た

、
住

所
を

移
転

さ
せ

る
目

的
で

転
出

届
が

さ
れ

、
住

民
基

本
台

帳
上

転
出

の
記

録
が

さ
れ

た
と

し
て

も
、

実
際

に
生

活
の

本
拠

を
移

転
し

て
い

な
か

っ
た

と
き

は
、

住
所

を
移

転
し

た
も

の
と

扱
う

こ
と

は
で

き
な

い
の

で
あ

る
。

」
（

平
成

９
年

８
月

25日
最

高
裁

判
所

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

　
さ

ら
に

、
市

町
村

議
会

の
議

員
の

被
選

挙
権

に
は

、
「

３
箇

月
以

上
市

町
村

の
区

域
内

に

住
所

を
有

す
る

」
（

法
第

９
条

第
２

項
）

と
す

る
住

所
要

件
が

設
け

ら
れ

て
い

る
。

こ
れ

は
、

「
地

方
公

共
団

体
が

地
縁

的
社

会
と

い
う

特
性

を
考

慮
し

た
も

の
」

で
あ

り
、

「
特

に
３

箇
月

と
い

う
期

間
を

要
件

と
し

た
の

は
、

そ
の

団
体

の
住

民
と

し
て

選
挙

に
参

与
す

る
た

め
に

は
、

少
な

く
と

も
一

定
期

間
そ

こ
に

住
み

、
地

縁
的

関
係

も
深

く
、

か
つ

、
あ

る
程

度
団

体
内

の
事

情
に

も
通

じ
て

い
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
た

か
ら

」
（

黒
瀬

敏
文

＝
笠

置
隆

範
「

逐
条

解
説

　
公

職
選

挙
法

（
改

訂
版

）
」

（
上

）
（

2021年
）

90頁
）

で
あ

る
と

さ
れ

て
い

る
。

　
当

委
員

会
は

、
上

記
解

釈
、

上
記

第
３

の
４

に
よ

り
当

委
員

会
が

認
定

し
た

事
実

及
び

事
務

所
並

び
に

新
居

の
検

証
結

果
を

基
に

、
本

件
期

間
に

お
け

る
当

選
人

の
生

活
の

実
態

を
推

認
の

う
え

、
当

選
人

の
住

所
に

つ
い

て
判

断
す

る
。

（
１

）
当

選
人

が
起

臥
し

て
い

た
場

所
に

つ
い

て
　

令
和

３
年

４
月

に
当

選
人

の
配

偶
者

が
九

重
町

へ
転

居
し

た
時

に
、

事
務

所
２

階
の

ベ
ッ

ド
も

九
重

町
の

借
家

へ
移

動
さ

せ
た

た
め

、
寝

具
の

有
無

に
よ

り
事

務
所

２
階

か
ら

１
階

へ
と

起
臥

す
る

場
所

を
変

更
し

た
と

す
る

当
選

人
の

主
張

は
不

自
然

で
は

な
い

。
　

ま
た

、
11月

30日
付

け
意

見
書

等
や

、
営

業
所

長
の

赴
任

後
に

は
す

で
に

当
選

人
は

１
階

で
就

寝
し

て
い

た
と

い
う

証
言

、
本

件
期

間
中

に
夜

間
、

事
務

所
１

階
の

明
か

り
が

点
い

て
い

た
と

い
う

複
数

の
近

隣
住

民
の

証
言

を
考

慮
す

る
と

、
頻

度
は

不
明

だ
が

、
当

選
人

が
事

務
所

１
階

で
起

臥
し

て
い

た
こ

と
が

窺
わ

れ
る

。
　

な
お

、
申

立
人

は
、

当
選

人
が

使
用

し
て

い
た

ソ
フ

ァ
ー

に
つ

い
て

、
連

続
１

年
以

上
の

使
用

に
耐

え
得

る
か

で
は

な
く

、
サ

イ
ズ

計
測

等
に

よ
り

使
用

で
き

な
く

は
な

い
と

し
た

こ
と

は
理

解
で

き
な

い
と

主
張

す
る

。
こ

の
点

、
ソ

フ
ァ

ー
の

座
面

が
150㎝

、
肘

置
き

部
分

を
含

め
た

全
長

が
184㎝

、
当

選
人

の
身

長
が

165㎝
で

あ
る

こ
と

に
鑑

み
て

、
年

間
絶

え
間

な
く

当
該

ソ
フ

ァ
ー

で
起

臥
す

る
こ

と
は

当
選

人
の

身
体

に
負

担
を

強
い

る
こ

と
は

想
像

に
難

く
な

い
。

し
か

し
、

当
選

人
は

本
件

期
間

中
、

主
に

水
曜

日
、

土
曜

日
及

び
日

曜
日

の
週

３
日

程
度

は
九

重
町

の
借

家
に

宿
泊

し
て

い
る

と
証

言
し

て
お

り
、

週
４

日
を

当
該

ソ
フ

ァ
ー

に
て

起
臥

す
る

生
活

を
送

る
こ

と
は

不
可

能
で

あ
る

と
ま

で
は

い
え

な
い

。

（
２

）
事

務
所

に
お

け
る

財
産

の
状

況
に

つ
い

て
　

事
務

所
に

は
、

上
記

第
３

の
４

（
５

）
で

認
定

し
た

財
産

が
持

ち
込

ま
れ

て
お

り
、

当
選

人
が

主
張

す
る

生
活

様
式

に
よ

り
生

活
を

行
う

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。



令
和
六
年
一
月
三
十
日

一
〇

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

　
個

々
人

の
生

活
環

境
や

生
活

様
式

は
多

様
で

あ
り

、
財

産
も

一
般

の
生

活
様

式
に

お
け

る
財

産
と

比
較

し
て

少
な

い
こ

と
を

も
っ

て
、

事
務

所
に

当
選

人
の

居
住

実
態

が
な

い
と

判
断

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

　
ま

た
、

申
立

人
は

、
事

務
所

機
能

と
し

て
設

置
さ

れ
て

い
る

備
品

等
、

例
え

ば
流

し
台

や
冷

蔵
庫

な
ど

を
使

っ
て

生
活

す
る

こ
と

で
は

居
住

実
態

の
客

観
的

事
実

が
形

成
さ

れ
な

い
と

主
張

す
る

が
、

当
選

人
は

無
償

で
あ

る
と

は
い

え
賃

借
し

て
い

る
物

件
を

使
用

し
な

が
ら

生
活

し
て

い
る

に
過

ぎ
ず

、
こ

れ
を

も
っ

て
生

活
実

態
が

な
い

と
言

う
こ

と
は

で
き

な
い

。

（
３

）
事

務
所

の
水

道
の

使
用

状
況

に
つ

い
て

　
事

務
所

の
水

道
使

用
量

は
、

本
件

期
間

と
前

年
の

使
用

状
況

を
比

較
し

た
場

合
に

差
異

が
認

め
ら

れ
な

い
。

　
ま

た
、

当
選

人
が

主
張

す
る

よ
う

に
洗

濯
を

主
に

九
重

町
の

借
家

で
行

っ
て

い
た

と
す

れ
ば

、
本

件
期

間
中

の
使

用
量

も
不

自
然

な
量

で
は

な
い

が
、

当
選

人
の

居
住

実
態

を
推

認
す

る
要

素
と

は
な

り
得

な
い

。

（
４

）
事

務
所

に
お

け
る

電
気

の
使

用
状

況
に

つ
い

て
　

当
初

、
当

委
員

会
は

夜
間

の
消

費
電

力
量

を
確

認
す

る
た

め
、

本
件

期
間

に
お

け
る

30
分

毎
の

事
務

所
の

電
気

利
用

明
細

書
の

提
出

を
求

め
た

が
、

当
選

人
か

ら
当

該
明

細
書

を
提

出
し

な
い

旨
回

答
が

あ
っ

た
。

　
そ

こ
で

、
当

委
員

会
は

、
上

記
第

３
の

４
（

８
）

、
（

９
）

及
び

（
10）

で
認

定
し

た
事

務
所

の
消

費
電

力
量

、
事

務
所

内
の

電
化

製
品

の
消

費
電

力
量

、
玖

珠
町

の
１

時
間

ご
と

の
気

温
及

び
上

記
第

３
の

２
（

６
）

に
よ

る
当

選
人

の
電

化
製

品
の

使
用

状
況

の
証

言
か

ら
、

当
選

人
の

電
気

使
用

状
況

を
次

の
よ

う
に

推
計

し
た

。
　

事
務

所
内

で
勤

務
時

間
中

の
８

時
か

ら
17時

ま
で

に
使

用
し

て
い

た
電

化
製

品
は

、
上

記
第

３
の

４
（

９
）

で
挙

げ
た

エ
ア

コ
ン

１
台

、
冷

蔵
庫

１
台

及
び

セ
ラ

ミ
ッ

ク
ヒ

ー
タ

ー
１

台
の

ほ
か

に
、

Ｌ
Ｅ

Ｄ
蛍

光
灯

３
本

、
電

子
レ

ン
ジ

１
台

及
び

電
気

ポ
ッ

ト
１

台
で

あ
る

。
こ

れ
ら

の
電

化
製

品
を

令
和

５
年

１
月

か
ら

４
月

ま
で

の
間

の
勤

務
時

間
中

に
使

用
し

た
場

合
の

消
費

電
力

量
を

、
エ

ア
コ

ン
に

つ
い

て
は

気
温

が
７

℃
未

満
の

場
合

は
低

温
消

費
電

力
の

2,270Ｗ
で

、
気

温
が

７
℃

以
上

の
場

合
は

通
常

の
消

費
電

力
の

1,370Ｗ
で

稼
働

し
た

と
仮

定
し

て
推

計
す

る
と

結
果

は
次

の
よ

う
に

な
る

。

区
分

対
象
期
間
の

勤
務
時
間
数

［
h］

勤
務
時
間
中

実
際
の

事
務
所
の

消
費
電
力

量
［
kW
h］

勤
務
時
間

外
の

消
費
電
力

量
［
kW
h］

エ
ア
コ
ン
の
み

エ
ア
コ

ン
以
外

の
電
化

製
品

消
費

電
力
量

［
kW
h］

下
記
区
分
ご
と
の
勤
務
時
間
数
及
び
消
費
電
力
量

消
費

電
力
量

［
kW
h］

消
費

電
力
量

［
kW
h］

7.0℃
以
上

7.0℃
未
満

1,370（
W
）

2,270（
W
）

時
間
数

［
h］

消
費

電
力
量

［
kW
h］

時
間
数

［
h］

消
費

電
力
量

［
kW
h］

（
A）

（
B）

（
C
=A+B）

（
D
）
（
E=C

+D
）
（
F）

（
G
=F
-E）

１
月
分

180
62

84.94
118

267.86
352.80

61.81
414.61

673.00
258.39

２
月
分

180
51

69.87
129

292.83
362.70

61.81
424.51

601.00
176.49

３
月
分

171
116

158.92
55

124.85
283.77

58.72
342.49

438.00
95.51

４
月
分

198
192

263.04
6

13.62
276.66

68.00
344.66

363.00
18.34

　
こ

の
推

計
結

果
か

ら
事

務
所

に
お

け
る

各
月

の
消

費
電

力
量

か
ら

勤
務

時
間

中
の

消
費

電
力

量
を

除
い

て
も

な
お

消
費

電
力

量
の

余
剰

が
生

じ
る

。
　

ま
た

、
極

端
な

仮
定

で
は

あ
る

が
、

エ
ア

コ
ン

以
外

の
電

化
製

品
は

先
程

と
同

じ
条

件
で

、
エ

ア
コ

ン
に

つ
い

て
は

勤
務

時
間

の
す

べ
て

を
低

温
消

費
電

力
の

2,270Ｗ
で

稼
働

し
た

場
合

の
推

計
結

果
は

次
の

よ
う

に
な

る
。

区
分

対
象
期
間
の

勤
務
時
間
数

［
h］

勤
務
時
間
中

実
際
の

事
務
所
の

消
費
電
力

量
［
kW
h］

勤
務
時
間

外
の

消
費
電
力

量
［
kW
h］

エ
ア
コ
ン
の
み

エ
ア
コ

ン
以
外

の
電
化

製
品

消
費

電
力
量

［
kW
h］

下
記
区
分
ご
と
の
勤
務
時
間
数
及
び
消
費
電
力
量

消
費

電
力
量

［
kW
h］

消
費

電
力
量

［
kW
h］

7.0℃
以
上

7.0℃
未
満

1,370（
W
）

2,270（
W
）

時
間
数

［
h］

消
費

電
力
量

［
kW
h］

時
間
数

［
h］

消
費

電
力
量

［
kW
h］

（
a）

（
b）

（
c=a+b）

（
d）

（
e=c+d）

（
f）

（
g=f-e）

１
月
分

180
0

0.00
180

408.60
408.60

61.81
470.41

673.00
202.59

２
月
分

180
0

0.00
180

408.60
408.60

61.81
470.41

601.00
130.59

３
月
分

171
0

0.00
171

388.17
388.17

58.72
446.89

438.00
-
8.89

４
月
分

198
0

0.00
198

449.46
449.46

68.00
517.46

363.00
-
154.46
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こ

の
推

計
結

果
で

も
、

同
年

１
月

及
び

２
月

分
は

消
費

電
力

量
の

余
剰

が
生

じ
て

い
る

。
同

年
３

月
及

び
４

月
分

は
消

費
電

力
量

が
不

足
し

て
い

る
が

、
一

般
に

気
温

の
上

昇
に

よ
り

エ
ア

コ
ン

の
消

費
電

力
量

及
び

エ
ア

コ
ン

を
使

用
す

る
頻

度
が

下
が

る
こ

と
を

考
慮

す
る

と
、

不
自

然
な

結
果

で
あ

る
と

は
い

え
な

い
。

　
し

た
が

っ
て

、
こ

れ
ら

の
推

計
結

果
か

ら
第

３
の

３
（

１
）

ウ
の

証
言

に
よ

る
自

主
的

に
土

日
に

出
勤

す
る

こ
と

が
あ

っ
た

と
い

う
こ

と
を

考
慮

し
て

も
、

当
選

人
は

本
件

期
間

中
に

お
い

て
一

定
の

日
数

は
事

務
所

に
宿

泊
し

て
い

た
と

推
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

な
お

、
申

立
人

は
、

令
和

４
年

と
令

和
５

年
の

消
費

電
力

量
を

比
較

し
た

場
合

に
、

令
和

５
年

の
消

費
電

力
量

が
低

下
し

て
い

る
こ

と
を

も
っ

て
当

選
人

の
居

住
実

態
が

な
い

と
主

張
す

る
。

R4と
R5の

消
費
電
力
量
の
差

１
月
分

▲
61
kW
h

２
月
分

▲
57
kW
h

３
月
分

▲
62
kW
h

４
月
分

60
kW
h

　
こ

の
点

、
町

委
員

会
の

原
決

定
で

は
、

消
費

電
力

量
に

よ
っ

て
当

選
人

の
生

活
の

本
拠

を
判

断
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

と
し

な
が

ら
も

、
そ

の
低

下
の

原
因

を
玖

珠
町

の
令

和
５

年
１

月
か

ら
３

月
ま

で
の

月
平

均
気

温
が

前
年

よ
り

も
高

か
っ

た
こ

と
と

、
事

務
所

の
冷

蔵
庫

が
新

製
品

に
な

っ
た

こ
と

に
求

め
て

い
る

。
し

か
し

、
玖

珠
町

に
お

け
る

令
和

４
年

１
月

か
ら

３
月

ま
で

の
月

平
均

気
温

が
1.8℃

か
ら

9.1℃
で

あ
り

、
令

和
５

年
１

月
か

ら
３

月
ま

で
の

月
平

均
気

温
が

2.3℃
か

ら
9.8℃

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

月
平

均
気

温
が

前
年

よ
り

高
か

っ
た

と
し

て
も

玖
珠

町
が

依
然

と
し

て
寒

冷
な

地
域

で
あ

る
こ

と
に

は
変

わ
り

な
い

。
ま

た
、

当
委

員
会

の
調

査
に

よ
れ

ば
事

務
所

の
冷

蔵
庫

は
令

和
３

年
10月

に
は

新
製

品
に

変
わ

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
消

費
電

力
量

の
減

少
要

因
を

冷
蔵

庫
が

新
製

品
に

変
わ

っ
た

こ
と

に
求

め
る

こ
と

は
適

当
で

は
な

い
。

　
こ

の
令

和
４

年
と

令
和

５
年

の
消

費
電

力
量

の
差

に
つ

い
て

は
、

勤
務

時
間

中
の

消
費

電
力

量
は

年
に

よ
っ

て
変

化
し

な
い

と
仮

定
す

れ
ば

、
上

記
第

３
の

２
（

５
）

に
あ

る
よ

う
に

当
選

人
は

各
年

に
お

け
る

生
活

様
式

は
特

段
の

変
化

は
な

い
と

い
う

証
言

か
ら

、
夜

間
、

事
務

所
に

い
る

時
間

が
一

定
程

度
減

少
し

た
と

判
断

す
る

こ
と

が
適

当
で

は
な

い
か

と
思

料
す

る
と

こ
ろ

、
上

記
第

３
の

２
（

３
）

に
よ

る
当

選
人

の
九

重
町

の
借

家
で

宿
泊

す
る

日
が

増
加

し
た

と
い

う
証

言
と

矛
盾

す
る

と
こ

ろ
が

な
い

。
ま

た
、

令
和

５
年

４
月

は
、

消
費

電
力

量
の

差
が

増
加

し
て

い
る

が
、

こ
れ

は
当

選
人

が
選

挙
前

の
準

備
の

た
め

に
前

年
よ

り
も

九
重

町
の

借
家

に
宿

泊
す

る
日

数
が

減
っ

た
と

す
れ

ば
不

自
然

で
は

な
い

。
　

し
た

が
っ

て
、

申
立

人
の

主
張

は
採

用
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

（
５

）
当

選
人

の
居

住
状

況
に

係
る

証
言

に
つ

い
て

　
上

記
第

３
の

３
（

２
）

、
（

３
）

、
（

４
）

及
び

（
５

）
の

と
お

り
、

事
務

所
の

明
か

り
を

見
た

こ
と

が
あ

る
が

頻
度

等
は

明
確

で
は

な
い

と
の

証
言

や
全

く
見

た
こ

と
が

な
い

と
証

言
し

た
者

が
い

た
こ

と
は

、
町

委
員

会
の

原
決

定
に

お
け

る
調

査
等

と
同

様
で

あ
る

。
ま

た
、

上
記

第
３

の
３

（
３

）
の

と
お

り
７

時
半

頃
に

出
勤

す
る

際
に

、
事

務
所

の
駐

車
場

で
見

た
白

色
の

軽
ト

ラ
ッ

ク
は

上
記

第
３

の
４

（
６

）
で

認
定

し
た

当
選

人
の

所
有

す
る

自
動

車
で

あ
る

と
推

認
さ

れ
る

。
一

方
で

、
上

記
第

３
の

３
（

７
）

の
と

お
り

、
九

重
町

の
借

家
で

当
選

人
を

見
か

け
た

こ
と

が
あ

る
と

す
る

証
言

も
得

ら
れ

た
。

　
こ

の
こ

と
か

ら
、

当
選

人
が

事
務

所
で

全
く

起
臥

し
て

い
な

か
っ

た
と

す
る

こ
と

は
で

き
ず

、
む

し
ろ

玖
珠

町
と

九
重

町
で

二
重

生
活

を
し

て
い

た
と

す
る

当
選

人
の

主
張

と
矛

盾
が

な
い

と
考

え
る

の
が

相
当

で
あ

る
。

（
６

）
当

選
人

の
私

生
活

に
つ

い
て

　
当

選
人

は
、

上
記

第
３

の
２

（
７

）
で

、
当

選
人

は
食

料
を

配
偶

者
の

差
し

入
れ

や
近

隣
店

舗
に

お
い

て
買

い
求

め
て

い
た

と
主

張
し

て
お

り
、

こ
れ

ら
を

裏
付

け
る

証
言

は
上

記
第

３
の

３
（

１
）

オ
及

び
同

（
10）

で
当

委
員

会
の

現
地

調
査

で
得

ら
れ

て
い

る
。

　
ま

た
、

上
記

第
３

の
４

（
12）

で
当

選
人

に
入

浴
の

機
会

を
提

供
し

て
い

た
と

当
選

人
の

知
人

か
ら

証
言

書
が

当
委

員
会

あ
て

に
提

出
さ

れ
て

い
る

。
　

さ
ら

に
、

上
記

第
３

の
４

（
13）

で
、

当
選

人
あ

て
の

郵
便

物
及

び
宅

配
便

に
つ

い
て

は
、

事
務

所
に

配
達

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

て
い

る
。

　
こ

れ
ら

の
証

言
か

ら
当

委
員

会
は

、
当

選
人

が
玖

珠
町

内
で

一
定

の
私

生
活

を
営

ん
で

い
た

と
推

認
す

る
。

（
７

）
九

重
町

の
借

家
に

係
る

賃
貸

借
契

約
の

締
結

状
況

及
び

消
費

電
力

量
に

つ
い

て
　

申
立

人
は

、
九

重
町

の
借

家
の

契
約

者
が

当
選

人
で

あ
れ

ば
、

当
選

人
の

生
活

の
本

拠
が

九
重

町
に

な
る

可
能

性
が

あ
る

と
主

張
す

る
。

上
記

第
３

の
４

（
２

）
の

と
お

り
九

重
町

の
借

家
に

係
る

賃
貸

借
契

約
は

当
選

人
で

あ
る

が
、

こ
の

事
実

か
ら

は
当

選
人

が
九

重
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町
で

賃
貸

借
契

約
を

し
て

い
た

こ
と

を
示

す
に

と
ど

ま
り

、
玖

珠
町

に
当

選
人

の
生

活
の

本
拠

が
な

か
っ

た
と

ま
で

は
い

え
ず

、
申

立
人

の
主

張
を

直
ち

に
採

用
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
　

ま
た

、
申

立
人

は
、

九
重

町
の

借
家

に
つ

い
て

、
前

年
と

の
消

費
電

力
量

を
比

較
す

る
必

要
が

あ
る

と
主

張
す

る
。

こ
れ

に
つ

い
て

、
当

委
員

会
で

は
、

九
重

町
の

借
家

で
の

居
住

者
が

１
人

増
え

た
と

し
て

も
２

人
で

共
通

し
た

電
化

製
品

を
使

う
こ

と
が

通
常

で
あ

る
こ

と
を

考
え

る
と

、
消

費
電

力
量

が
大

幅
に

上
昇

す
る

と
は

考
え

難
い

た
め

、
比

較
不

要
と

考
え

る
。

（
８

）
当

選
人

の
事

業
活

動
に

つ
い

て
　

申
立

人
は

、
当

選
人

が
勤

務
す

る
事

務
所

に
は

出
勤

簿
等

が
な

く
、

生
活

の
本

拠
と

す
る

根
拠

が
示

さ
れ

て
い

な
い

と
主

張
す

る
が

、
た

と
え

出
勤

簿
等

が
作

成
さ

れ
て

い
た

と
し

て
も

、
当

選
人

の
勤

務
状

況
を

確
認

す
る

た
め

の
手

段
で

あ
り

、
出

勤
簿

等
が

な
い

こ
と

だ
け

を
も

っ
て

、
客

観
的

に
当

選
人

の
生

活
の

本
拠

と
す

る
根

拠
が

な
い

と
は

い
え

な
い

。
　

ま
た

、
上

記
第

３
の

４
（

４
）

で
認

定
し

た
と

お
り

、
当

委
員

会
の

現
地

調
査

で
は

、
建

設
会

社
の

当
選

人
名

義
の

名
刺

が
作

成
さ

れ
て

い
る

こ
と

と
、

当
選

人
に

建
設

会
社

の
制

服
、

机
及

び
パ

ソ
コ

ン
が

支
給

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
一

般
に

、
従

業
員

で
は

な
い

者
に

名
刺

を
作

成
し

た
り

、
制

服
等

を
支

給
し

た
り

す
る

こ
と

は
不

自
然

で
あ

り
、

当
選

人
が

建
設

会
社

に
雇

用
さ

れ
て

い
る

事
実

を
窺

う
こ

と
が

で
き

る
。

　
な

お
、

当
選

人
は

、
令

和
３

年
５

月
10日

ま
で

は
こ

の
建

設
会

社
の

他
に

九
重

町
に

あ
る

キ
ャ

ン
プ

場
に

て
宿

直
業

務
に

従
事

し
て

い
た

が
、

現
在

は
こ

の
建

設
会

社
の

み
で

勤
務

し
て

い
る

。
　

こ
れ

ら
の

事
実

か
ら

当
委

員
会

は
、

当
選

人
の

事
業

活
動

の
本

拠
は

玖
珠

町
に

あ
り

、
一

定
の

事
業

活
動

を
営

ん
で

い
た

と
推

認
す

る
。

（
９

）
当

選
人

の
政

治
活

動
に

つ
い

て
　

上
記

第
３

の
２

（
10）

の
と

お
り

、
当

選
人

は
本

件
選

挙
が

無
投

票
と

な
る

こ
と

を
避

け
る

べ
き

と
の

考
え

か
ら

、
当

初
は

支
援

者
と

と
も

に
立

候
補

者
を

探
し

て
い

た
が

、
支

援
者

か
ら

の
後

押
し

に
よ

り
立

候
補

す
る

こ
と

を
決

意
し

た
と

い
う

証
言

か
ら

考
慮

す
る

と
、

本
件

期
間

中
に

立
候

補
者

を
探

す
な

ど
一

定
程

度
の

政
治

活
動

を
行

っ
て

い
た

と
評

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
ま

た
、

当
選

人
が

立
候

補
の

た
め

に
本

件
期

間
直

前
に

な
っ

て
町

外
か

ら
玖

珠
町

に
転

居
し

て
き

た
事

情
を

窺
う

こ
と

は
で

き
ず

、
当

選
人

は
昭

和
62

年
の

初
当

選
以

降
通

算
７

期
に

渡
っ

て
玖

珠
町

議
会

議
員

を
務

め
て

お
り

、
法

が
求

め
る

地
縁

的
関

係
を

有
し

、
玖

珠
町

内
の

事
情

に
も

精
通

し
て

い
る

こ
と

を
十

分
に

窺
う

こ
と

が
で

き
る

。
　

し
た

が
っ

て
、

当
選

人
の

政
治

活
動

の
本

拠
は

玖
珠

町
に

あ
る

と
言

う
こ

と
が

で
き

る
。

（
10）

具
申

書
に

つ
い

て
　

申
立

人
は

、
令

和
５

年
６

月
19日

に
町

委
員

会
に

提
出

し
た

具
申

書
が

、
提

出
期

限
が

過
ぎ

て
い

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
町

委
員

会
事

務
局

の
判

断
に

よ
り

破
棄

さ
れ

、
町

委
員

会
に

諮
ら

れ
な

か
っ

た
と

主
張

す
る

。
　

こ
の

点
、

法
第

216条
第

１
項

に
よ

り
準

用
す

る
行

服
法

第
32条

第
３

項
の

規
定

に
よ

れ
ば

、
審

査
庁

が
証

拠
書

類
を

提
出

す
べ

き
相

当
の

期
間

を
定

め
た

と
き

は
、

そ
の

期
間

内
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

規
定

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
「

処
分

庁
等

の
故

意
や

過
失

に
よ

ら
ず

、
提

出
期

限
の

経
過

後
に

新
た

な
事

実
や

証
拠

書
類

等
が

判
明

し
た

よ
う

な
場

合
に

つ
い

て
は

、
提

出
期

限
が

経
過

し
て

い
る

こ
と

の
み

を
も

っ
て

、
そ

の
受

領
を

拒
み

、
当

該
書

類
等

を
考

慮
す

る
こ

と
な

く
審

理
を

終
結

す
る

こ
と

は
適

当
で

は
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

」
（

一
般

財
団

法
人

　
行

政
管

理
研

究
セ

ン
タ

ー
「

逐
条

解
説

　
行

政
不

服
審

査
法

」
株

式
会

社
ぎ

ょ
う

せ
い

（
2016年

）
185頁

）
。

　
当

委
員

会
の

現
地

調
査

に
よ

れ
ば

、
町

委
員

会
が

定
め

た
提

出
期

限
が

同
月

７
日

で
あ

っ
た

と
こ

ろ
、

申
立

人
が

当
該

具
申

書
を

提
出

し
た

の
は

同
月

19日
で

あ
り

、
同

日
付

で
町

委
員

会
は

具
申

書
を

受
け

付
け

て
い

る
。

さ
ら

に
、

同
月

21日
開

催
の

第
10回

玖
珠

町
選

挙
管

理
委

員
会

及
び

同
月

30日
開

催
の

第
11回

玖
珠

町
選

挙
管

理
委

員
会

で
は

、
当

選
人

の
起

臥
し

て
い

た
場

所
や

事
務

所
の

消
費

電
力

量
等

に
対

す
る

申
立

人
の

所
感

な
ど

申
立

人
が

具
申

書
に

お
い

て
主

張
す

る
内

容
が

町
委

員
会

事
務

局
よ

り
説

明
さ

れ
て

い
る

。
　

し
た

が
っ

て
、

申
立

人
の

主
張

は
採

用
す

る
こ

と
が

で
き

ず
、

町
委

員
会

の
原

決
定

に
関

す
る

手
続

き
に

瑕
疵

は
な

い
。

第
５

　
結

論
　

当
選

人
は

、
本

件
期

間
に

昼
間

は
玖

珠
町

内
に

お
い

て
事

業
活

動
及

び
政

治
活

動
を

営
む

と
と

も
に

、
夜

間
は

玖
珠

町
の

事
務

所
及

び
九

重
町

の
借

家
の

２
か

所
で

生
活

に
必

要
な

財
産

を
備

え
た

上
で

私
生

活
を

営
ん

で
い

た
と

思
わ

れ
る

。



令
和
六
年
一
月
三
十
日

一
三

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

　
具

体
的

に
は

、
上

記
第

３
の

４
（

13）
の

と
お

り
事

務
所

に
当

選
人

あ
て

の
郵

便
物

や
宅

配
便

が
送

付
さ

れ
て

い
た

こ
と

や
、

玖
珠

町
内

で
長

年
に

わ
た

り
事

業
活

動
及

び
政

治
活

動
を

行
っ

て
い

た
事

実
が

認
め

ら
れ

、
ま

た
、

日
数

を
客

観
的

に
特

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

が
、

事
務

所
で

一
定

の
日

数
居

住
し

て
い

た
と

推
認

さ
れ

る
。

こ
の

状
況

を
第

４
に

記
載

し
た

法
の

趣
旨

を
踏

ま
え

て
考

え
る

と
、

当
選

人
の

住
所

は
九

重
町

で
は

な
く

玖
珠

町
に

あ
る

と
考

え
る

こ
と

が
妥

当
と

思
料

さ
れ

る
。

　
以

上
か

ら
法

第
216条

第
２

項
に

よ
り

準
用

す
る

行
服

法
第

45条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
主

文
の

と
お

り
裁

決
す

る
。

　
な

お
、

申
立

人
は

原
決

定
の

手
続

き
の

違
法

を
主

張
す

る
が

、
上

記
第

４
の

（
10）

の
と

お
り

町
委

員
会

の
原

決
定

に
関

す
る

手
続

き
に

瑕
疵

は
な

く
、

当
選

人
は

本
件

期
間

に
玖

珠
町

に
住

所
が

あ
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
か

ら
、

上
記

判
断

を
左

右
し

な
い

。

　
　

　
令

和
６

年
１

月
２

９
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
　

一
　

　
　

木
　

　
　

俊
　

　
　

葊

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

　
員

　
　

阿
　

　
　

部
　

　
　

良
　

　
　

秀

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

　
員

　
　

秦
　

　
　

　
　

　
　

喜
　

美
　

恵

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

　
員

　
　

角
　

　
　

山
　

　
　

光
　

　
　

邦

教
　

　
　

　
示

　
こ

の
裁

決
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

こ
の

裁
決

書
の

交
付

を
受

け
た

日
又

は
公

職
選

挙
法

第
215条

の
規

定
に

よ
る

告
示

の
日

か
ら

30日
以

内
に

、
福

岡
高

等
裁

判
所

に
訴

訟
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

公
職

選
挙

法
第

207条
）


